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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
国
連
憲
章
の
旧
敵
国
条
項
（
第
五
十
三
条
、
第
百
七
条
）
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
国
連
憲
章
の
旧
敵
国
条
項
（
第
五
十
三
条
、
第
百
七
条
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

国
際
連
合
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
関
係
国
と
は
随
時
協
議
し
て
き
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
憲
章
に
署
名
は
し
た
も
の
の
批
准
を
し
て
い
な
い
国
々
」
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

我
が
国
と
し
て
は
、
平
成
十
七
年
九
月
の
国
際
連
合
首
脳
会
合
成
果
文
書
に
お
い
て
、
国
際
連
合
憲
章
第
五
十
三
条
、
第

七
十
七
条
及
び
第
百
七
条
に
お
け
る
「
敵
国
」
へ
の
言
及
を
削
除
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
旨
記
述
さ
れ
た
こ
と
も
踏
ま
え
、

国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
改
革
を
含
む
国
際
連
合
改
革
の
動
向
な
ど
、
国
際
連
合
憲
章
の
改
正
を
必
要
と
し
得
る
他
の
事

情
も
勘
案
し
つ
つ
、
適
当
な
機
会
を
と
ら
え
、
国
際
連
合
憲
章
第
五
十
三
条
、
第
七
十
七
条
及
び
第
百
七
条
に
お
け
る
「
敵

国
」
へ
の
言
及
の
削
除
を
求
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。


